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国
民
年
金
保
険
料
は
、
安

心
・
便
利
な
『
口
座
振
替
』、

お
得
な
『
前
納
制
度
』
で

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
日
本
年

金
機
構
か
ら
送
ら
れ
る
納
付
案
内

書
な
ど
に
よ
り
、
毎
月
の
保
険
料

を
翌
月
の
末
日
ま
で
に
納
め
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ
る

と
、
将
来
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年

金
の
額
が
少
な
く
な
っ
た
り
、
場

合
に
よ
っ
て
は
年
金
が
受
け
ら
れ

な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
万
一
の
と
き
に
障
害
基

礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
が
受
け

ら
れ
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
、
便
利
で
安
心
な
口
座
振
替

や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
納

付
を
お
勧
め
し
ま
す
。

手
続
き

①
口
座
振
替
＝
金
融
機
関
へ

・
基
礎
年
金
番
号
の
分
か
る
物

・
預
（
貯
）
金
通
帳

・
通
帳
届
出
印

・
口
座
振
替
納
付
申
出
書
（
問
い

合
わ
せ
先
、
金
融
機
関
窓
口
な
ど

に
あ
り
ま
す
）

②
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
＝
熊

谷
年
金
事
務
所
へ

・
基
礎
年
金
番
号
の
分
か
る
物

・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
申
出

書
（
問
い
合
わ
せ
先
な
ど
に
あ
り

ま
す
）

　

ま
た
、
国
民
年
金
に
は
保
険
料

を
前
払
い
す
る
と
割
り
引
き
に
な

る
『
前
納
制
度
』
が
あ
り
ま
す
。

　

納
付
書
で
前
納
す
る
場
合
、
専

用
の
納
付
書
が
必
要
で
す
。
お
手

元
に
前
納
用
の
納
付
書
が
な
い
場

合
に
は
熊
谷
年
金
事
務
所
へ
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

　

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や
口
座
振

替
で
前
納
す
る
場
合
、
事
前
の
申

し
込
み
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
年
度
途
中
か
ら
の
前
納

は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

※
口
座
振
替
で
の
前
納
は
、
納
付

書
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
の
前

納
よ
り
も
割
引
額
が
大
き
く
な
り

ま
す
。

　

平
成
24
年
度
分
（
１
年
度
分
・

上
期
分
（
４
〜
９
月
））
の
口
座

振
替
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
前
納

の
申
込
期
限
は
、
２
月
29
日
㈬
ま

で
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ご
希
望
の

か
た
は
お
早
め
に
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

市民税課からのお知らせ
●問い合わせ　市民税課（☎574‐6637）　熊谷税務署（☎521‐2905）

　
「
ふ
か
や
市
民
大
学
」
は
、
市

民
の
生
涯
学
習
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
へ
の
理
解
を
深
め
、
学
習
を

通
し
て
人
と
人
と
が
つ
な
が
り
、

そ
こ
で
の
学
習
成
果
を
ま
ち
づ
く

り
に
生
か
す
こ
と
を
目
的
と
し
て

実
施
す
る
も
の
で
す
。

対
象　

次
の
要
件
を
満
た
す
か
た

①
市
内
在
住
か
在
勤

②
深
谷
市
に
関
心
が
あ
り
、
地
域
に

積
極
的
に
か
か
わ
る
意
欲
が
あ
る

③
平
成
24
年
４
月
１
日
現
在
で
16

歳
以
上

と
き　

原
則
毎
月
第
２
・
４
土
曜

国民年金からのお知らせ
●問い合わせ　熊谷年金事務所（☎525‐1844）　保険年金課（☎574‐6641）　岡部市民生活課（☎585‐2213）

川本市民生活課（☎583‐2783）   花園市民生活課（☎584‐1121）    

「ふかや市民大学」の受講生募集
●問い合わせ　ふかや市民大学事務局（生涯学習課・☎572‐9581）

平
成
24
年
度

　
市
・
県
民
税
の

　     

主
な
改
正
内
容

1
扶
養
控
除
の
見
直
し

　

年
少
扶
養
親
族
（
16
歳
未
満

4
軽
減
税
率
の
延
長

　

上
場
株
式
等
の
配
当
・
譲
渡
所
得
に

係
る
10
％
軽
減
税
率
（
所
得
税
７
％
・

住
民
税
３
％
）
の
特
例
措
置
が
２
年
間

延
長
さ
れ
、
適
用
期
限
が
平
成
25
年
12

月
31
日
㈫
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
を
有
す
る

か
た
の
所
得
税
の
確
定
申
告
不
要
制
度

を
創
設
し
ま
し
た

　

平
成
23
年
分
の
確
定
申
告
か
ら
、
公

的
年
金
等
の
収
入
金
額
の
合
計
額
が

４
０
０
万
円
以
下
で
あ
り
、
か
つ
公
的

年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金

額
が
20
万
円
以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、

所
得
税
に
つ
い
て
確
定
申
告
書
の
提
出

は
不
要
と
な
り
ま
し
た
（
市
・
県
民
税

申
告
は
必
要
で
す
）。

※
該
当
者
で
あ
っ
て
も
、
例
え
ば
医
療

費
控
除
な
ど
に
よ
る
、
所
得
税
の
還
付

を
受
け
る
た
め
の
確
定
申
告
書
に
つ
い

て
は
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま

た
、
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
損
失
の

繰
越
控
除
な
ど
、
確
定
申
告
書
の
提
出

が
控
除
適
用
の
要
件
と
な
っ
て
い
る
控

除
を
受
け
る
場
合
に
は
、
確
定
申
告
書

の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
熊
谷
税
務
署
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
受
け
付
け
の
ご
案
内

　

平
成
23
年
分
所
得
税
の
確
定
申
告
の

受
け
付
け
は
、
２
月
16
日
㈭
〜
３
月
15

日
㈭
ま
で
で
す
。

　

な
お
、
熊
谷
税
務
署
会
場
で
は
、
平

日
以
外
で
も
２
月
19
日
㈰
と
26
日
㈰
に

限
り
、
確
定
申
告
書
の
受
け
付
け
を
行

い
ま
す
（
現
金
納
付
・
納
税
証
明
業
務

は
行
い
ま
せ
ん
）。

1
申
告
と
納
税
の
期
限

所
得
税
＝
３
月
15
日
㈭

贈
与
税
＝
３
月
15
日
㈭

消
費
税
・
地
方
消
費
税（
個
人
事
業
者
）

＝
４
月
２
日
㈪

※
所
得
税
と
消
費
税
・
地
方
消
費
税
の

納
税
は
、口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
口
座
振
替
利
用
者
の
振
替
納
付
日
は

次
の
通
り
で
す
。

①
平
成
23
年
分
所
得
税
第
３
期
分
＝
４

月
20
日
㈮

②
平
成
23
年
分
消
費
税（
個
人
事
業
者
）

確
定
申
告
分
＝
４
月
25
日
㈬

2
納
税
証
明
書
を
請
求
さ
れ
る
か
た
へ

　

２
・
３
月
は
確
定
申
告
期
間
の
た
め

平
成
23
年
分
の
納
税
証
明
書
が
、
請
求

日
当
日
に
発
行
で
き
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
納
税
直
後
に
納
税
証
明

書
を
請
求
さ
れ
る
場
合
に
は
、
納
税
の

領
収
証
書
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

請
求
に
必
要
な
物

①
納
税
証
明
書
交
付
請
求
書
（
税
務
署

窓
口
に
あ
り
ま
す
）

②
本
人
（
法
人
の
場
合
は
代
表
者
）
の

確
認
が
で
き
る
書
類
（
運
転
免
許
証
・

住
基
カ
ー
ド
な
ど
）

③
印
鑑
（
法
人
の
場
合
は
代
表
者
印
）

④
収
入
印
紙
・
現
金
（
１
年
分
１
通
に

つ
き
４
０
０
円
）

※
本
人
以
外
の
か
た
が
請
求
さ
れ
る
場

合
は
必
ず
委
任
状
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

請
求
窓
口　

熊
谷
税
務
署
管
理
運
営
部

門
（
☎
５
２
１
‐
４
０
３
２
）

の
扶
養
親
族
）
の
扶
養
控
除
が
廃
止
と

な
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
市
・
県

民
税
の
非
課
税
限
度
額
の
算
定
に
は
、

扶
養
親
族
の
数
が
用
い
ら
れ
る
た
め
、

年
少
扶
養
親
族
が
い
る
か
た
は
申
告
書

の
所
定
の
欄
に
年
少
扶
養
親
族
を
記
入

し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
年
少
扶
養
親
族
が
障
害
者
で

あ
る
場
合
に
は
障
害
者
控
除
は
適
用
に

な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
16
歳
以
上
19
歳
未
満
の
扶
養

控
除
額
が
45
万
円
か
ら
33
万
円
に
変
更

と
な
り
ま
す
。

2
同
居
特
別
障
害
者
加
算
の
特
例
の
改か

い

組そ

　

扶
養
親
族
ま
た
は
控
除
対
象
配
偶
者

が
同
居
の
特
別
障
害
者
で
あ
る
場
合
、

こ
れ
ま
で
は
扶
養
控
除
の
額
に
23
万
円

が
加
算
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
特
別
障

害
者
控
除
の
額
（
30
万
円
）
に
23
万
円

を
加
算
す
る
措
置
に
改
め
ら
れ
ま
す
。

3
寄
附
金
税
額
控
除
の
見
直
し

　

寄
附
金
税
額
控
除
の
対
象
と
な
る
寄

附
金
の
適
用
下
限
額
が
、
５
千
円
か
ら

２
千
円
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

日
午
前
10
時
30
分
〜
午
後
０
時
30

分
（
開
校
式
を
含
む
全
19
回
）

定
員　

80
人
（
応
募
者
多
数
の
場

合
は
抽
選
。
抽
選
結
果
は
全
員
に

お
知
ら
せ
し
ま
す
）

入
学
金
（
学
費
）
１
万
円
（
保
険

料
を
含
む
）

※
視
察
研
修
は
、
別
途
参
加
料
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

申
し
込
み　

３
月
16
日
㈮
ま
で

に
、
電
話
ま
た
は
直
接
、
問
い
合

わ
せ
先
ま
た
は
市
役
所
本
庁
舎
総

合
案
内
、総
合
支
所
市
民
生
活
課
、

公
民
館
へ

扶養控除の見直し

上乗せ分
12万円
廃止

特定
扶養控除
45万円

同居加算
7万円

年少
扶養控除
33万円
廃止

扶養控除
33万円

一般
扶養控除
33万円

老人
扶養控除
38万円

～15歳 16～18歳  19～22歳 23～69歳 70歳～
控除対象親族

扶養親族

とき（予定） 内容（講座テーマなど・予定）

4月21日㈯ 開校式・学長講話

5月12日㈯ 渋沢栄一の晩年

5月26日㈯ 渋沢史料館見学

6月  9日㈯ ふかや緑の王国の経緯と開拓ボランティアの活動

6月23日㈯ 放射線と環境

7月  7日㈯ 埼玉工業大学講義

7月21日㈯ 深谷の歴史

9月  8日㈯ 能楽観賞

9月22日㈯ 学校支援ボランティア

10月  6日㈯ 救命講習

10月20日㈯ 内ケ島の万作踊り観賞

11月10日㈯ 東都医療大学講義

11月24日㈯ 認知症サポーター養成講座

12月  8日㈯ 唐沢川を愛する会の活動

12月22日㈯ 防犯のまちづくり

1月12日㈯ 武州煮ぼうとう研究会の活動

1月26日㈯ 生活習慣病の予防

2月  2日㈯ あなたを狙う悪質商法

2月  9日㈯ 地元企業経営者講義・卒業式


